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序　
　

文

　

京
都
府
教
育
委
員
会
は
、
令
和
二
年
三
月
に
京
都
府
文
化
財
保
存
活
用
大
綱
を
策
定
し
ま
し
た
。
そ
の
中
で
、「
府
内
各
地
で
守
り
育

て
ら
れ
た
文
化
財
が
、
地
域
に
愛
さ
れ
、
誇
り
と
し
て
適
切
に
保
護
・
継
承
さ
れ
て
い
る
こ
と
」
を
目
指
す
べ
き
将
来
像
と
定
め
ま
し
た
。

そ
の
将
来
像
に
向
け
、
地
域
が
一
体
と
な
っ
て
文
化
財
を
守
り
伝
え
て
い
く
環
境
づ
く
り
に
取
り
組
ん
で
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

　

昨
今
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
の
感
染
拡
大
に
伴
う
社
会
情
勢
の
不
安
の
中
で
、文
化
財
も
厳
し
い
状
況
に
置
か
れ
て
い
ま
す
。し
か
し
、

文
化
財
に
は
、
地
域
の
歴
史
や
文
化
を
理
解
す
る
上
で
も
、
地
域
の
未
来
を
考
え
て
い
く
上
で
も
大
変
重
要
な
価
値
が
あ
り
ま
す
。
そ
の

重
要
性
が
認
識
さ
れ
、
地
域
に
愛
さ
れ
、
誇
り
と
さ
れ
る
た
め
に
は
、
ま
ず
は
地
域
の
文
化
財
を
知
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

　

本
誌
は
、
令
和
二
年
度
に
本
府
が
指
定
し
た
三
件
の
文
化
財
及
び
決
定
し
た
一
件
の
文
化
財
環
境
保
全
地
区
の
紹
介
と
、
登
録
を
し
た

暫
定
登
録
文
化
財
八
九
件
の
一
覧
を
掲
載
し
て
お
り
、
府
内
の
貴
重
な
文
化
財
を
発
信
す
る
内
容
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

刊
行
に
当
た
り
御
協
力
を
い
た
だ
い
た
各
文
化
財
所
有
者
と
関
係
機
関
の
皆
様
に
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
と
と
も
に
、
本
誌
が
京
都
の
歴

史
や
文
化
を
御
理
解
い
た
だ
く
上
で
の
一
助
と
な
り
、
府
内
の
文
化
財
の
保
存
と
活
用
に
役
立
て
ば
幸
い
で
す
。

令
和
四
年
一
月　
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凡
例

一
、
本
図
録
に
は
、
令
和
二
年
度
の
京
都
府
指
定
・
暫
定
登
録
文
化
財
等
を
収
め
て
い
る
。

二
、
掲
載
の
順
序
は
、
美
術
工
芸
品
を
は
じ
め
に
種
別
ご
と
と
し
た
。

三
、
本
文
の
掲
載
は
、
原
則
と
し
て
次
の
と
お
り
と
し
た
。

　
　

名
称　

員
数

　
　

所
在
地
の
住
所

　
　

所
有
者

　
　

法
量
（
単
位
は
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）・
構
造
形
式
等

　
　

時
代

　
　

解
説

四
、
本
文
は
令
和
二
年
度
に
京
都
府
教
育
委
員
会
文
化
財
保
護
課
が
作
成
し
た
調
書
を
も
と
に
編		

　
　

集
し
た
。
ま
た
、
各
文
末
に
執
筆
者
名
を
明
記
し
た
。

目
次

有
形
文
化
財　

　
美
術
工
芸
品

　
　
絵
画　
絹
本
著
色
愛
染
明
王
像
（
金
光
寺
）　　
　
　

 

福
知
山
市　
・
・
・
・      

４

　
　
彫
刻　
木
造
菩
薩
立
像
（
勝
龍
寺
） 

 

　
長
岡
京
市　
・
・
・
・      

７

　
　
考
古
資
料　
金
比
羅
山
古
墳
出
土
品　
　
　
　
　
　

   　
京
都
市　
・
・
・
・      

10

文
化
財
環
境
保
全
地
区

　
新
殿
神
社
文
化
財
環
境
保
全
地
区　

 
 

　
　
精
華
町　
・
・
・
・  　
15

平
成
三
〇
年
度
答
申
・
令
和
三
年
一
一
月
五
日
告
示
府
指
定
文
化
財         

　
有
形
文
化
財　
建
造
物　

　
　
宮
津
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
聖
ヨ
ハ
ネ
天
主
堂  

         

宮
津
市     

・
・
・
・　

 

17

令
和
二
年
度
指
定
文
化
財
一
覧                                                                     

・
・
・
・      

20

令
和
二
年
度
暫
定
登
録
文
化
財
一
覧  

 

　
　
　
　
　
　
・
・
・
・  　
24

※
こ
れ
ま
で
刊
行
さ
れ
た
『
京
都
の
文
化
財
』、『
守
り
育
て
よ
う
み
ん
な
の
文
化
財
』
は
、
京
都　
　
　

　

府
教
育
委
員
会
文
化
財
保
護
課
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

http://w
w
w.kyoto-be.ne.jp/bunkazai/
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と
し
、
黒
目
（
角
膜
）
を
墨
で
丸
く
囲
む
。
黒
目
の
内
側
は
墨
点
を
中
心
に
金
泥
、
朱
色
の
順
に

囲
む
。
条
帛
は
丹
色
地
に
雷
文
繋
文
を
截
金
で
表
し
、
腰
衣
は
現
状
茶
褐
色
を
呈
す
。
裙
に
は
円

相
内
に
鳳
凰
を
顔
料
の
盛
り
上
げ
に
よ
る
線
描
で
描
い
た
鳳
凰
丸
文
が
施
さ
れ
る
。
裙
下
の
裳
は

表
を
丹
色
地
に
麻
葉
文
、
裏
を
褐
色
地
に
籠
目
文
と
し
、
文
様
を
截
金
で
表
す
。
ま
た
裳
の
裏
の

末
端
部
は
金
泥
で
別
の
文
を
表
す
（
文
様
不
詳
）。
各
装
飾
や
持
物
の
金
具
部
に
は
金
泥
の
盛
り

上
げ
彩
色
が
見
ら
れ
、
右
第
三
手
の
蓮
華
は
金
泥
で
隈
を
表
し
、
そ
の
上
に
線
状
に
截
金
を
施
す
。

こ
の
表
現
は
壇
上
の
三
面
宝
珠
下
の
蓮
華
と
共
通
す
る
。

　

蓮
華
座
の
蓮
弁
は
朱
色
の
繧
繝
彩
色
の
上
に
線
状
に
截
金
を
施
し
、
蓮
弁
外
側
の
中
心
に
は
緑

色
や
青
色
の
宝
珠
が
描
か
れ
る
。
大
円
相
内
に
は
金
泥
の
グ
ラ
デ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
火
焔
が
表

現
さ
れ
、
そ
の
他
、
壇
上
で
は
緑
色
の
床
に
は
金
泥
の
、
青
色
の
床
に
は
銀
泥
の
雲
気
が
繊
細
に

表
現
さ
れ
て
い
る
。
宝
瓶
の
彩
色
に
も
細
か
く
金
泥
の
盛
り
上
げ
彩
色
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
ま

た
、
多
く
描
か
れ
る
宝
珠
は
各
種
顔
料
を
用
い
て
鮮
や
か
に
繧
繝
彩
色
さ
れ
る
。
当
初
と
思
わ
れ

る
描
表
装
の
金
具
部
に
も
金
泥
盛
り
上
げ
彩
色
が
な
さ
れ
る
。

伝　
　
来　
　

　

金
光
寺
は
諸
史
料
か
ら
、
応
安
三
年
（
一
三
七
〇
）
か
ら
永
和
年
間
に
か
け
て
名
実
と
も
に
三

岳
山
の
蔵
王
権
現
の
別
当
寺
と
し
て
整
備
さ
れ
て
い
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

創
建
を
記
す
記
録
な
ど
は
な
く
、
本
作
の
伝
来
に
つ
い
て
も
詳
ら
か
で
な
い
。

　

昭
和
三
八
年
（
一
九
六
三
）
福
知
山
市
指
定
文
化
財
に
指
定
。

　

令
和
元
年
（
二
〇
一
九
）
京
都
府
暫
定
登
録
文
化
財
に
登
録
。

保
存
状
態　
　

　

軸
が
巻
い
て
あ
る
状
態
の
際
に
被
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
被
害
に
よ
っ
て
、
鈍
角
三
角
形
状
の
規

則
的
な
本
紙
の
欠
失
が
画
面
左
上
よ
り
、
画
面
左
下
ま
で
認
め
ら
れ
る
。
上
部
で
は
欠
失
が
大
き

く
、
画
面
の
半
分
以
上
の
長
さ
に
及
ん
で
い
る
が
、
下
に
行
く
に
つ
れ
て
短
く
な
り
、
愛
染
明
王

の
像
自
体
を
大
き
く
損
な
う
も
の
で
は
な
い
。
欠
失
部
に
は
補
絹
が
施
さ
れ
、
図
様
を
補
う
意
図

の
あ
る
補
彩
・
補
筆
が
認
め
ら
れ
る
。
ま
た
、
本
紙
の
諸
所
に
顔
料
の
剥
落
が
認
め
ら
れ
、
本
来

は
よ
り
装
飾
性
の
豊
か
な
画
面
で
あ
っ
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。
本
紙
の
描
表
装
を
模
し
た
と
考

絹け
ん

本ぽ
ん

著ち
ゃ
く

色し
ょ
く

愛あ
い

染ぜ
ん

明み
ょ
う

王お
う

像ぞ
う　

　
　
　
　
　

一
幅
（
絵
画
）

法　
　
量　
　

縦
一
四
八
・
六　
　

横　

八
六
・
八
（
描
表
装
含
む
）　　
　
　
単
位　

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

品
質
構
造　
　

絹
本
著
色
掛
軸
装
。
一
副
一
鋪
。

図　
　
様　
　

　

一
面
三
目
六
臂
の
愛
染
明
王
が
宝
瓶
上
の
蓮
華
座
上
に
結
跏
趺
坐
す
る
姿
を
描
く
。
明
王
は
五

鈷
鉤
を
上
に
飾
る
獅
子
冠
を
戴
き
、
髪
は
怒
髪
。
口
を
開
き
、
目
を
吊
り
上
げ
た
憤
怒
相
を
呈
す
。

腕
は
右
か
ら
第
一
手
に
五
鈷
杵
、
第
二
手
に
矢
、
第
三
手
は
現
状
補
彩
部
が
多
い
も
の
の
蓮
華
の

一
部
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
蓮
華
を
執
っ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
左
は
第
一
手
に
五

鈷
鈴
、
第
二
手
に
弓
、
第
三
手
は
拳
と
す
る
。
服
装
は
上
半
身
に
条
帛
を
つ
け
る
。
下
半
身
は
一

番
上
に
腰
衣
を
、
下
に
裙
と
さ
ら
に
も
う
一
枚
裳
を
着
す
。
耳
環
、
胸
飾
、
瓔
珞
、
臂
釧
、
腕
釧
、

足
釧
を
身
に
付
け
る
。

　

蓮
華
座
は
花
弁
の
外
側
に
三
面
宝
珠
を
表
す
。
明
王
の
背
後
に
頭
光
、
身
光
、
さ
ら
に
外
側
に

大
円
相
を
表
し
、
蓮
華
座
を
円
相
内
に
収
め
る
。
大
円
相
の
下
に
宝
瓶
を
表
す
。
宝
瓶
は
胴
部
に

双
龍
を
描
き
、
左
右
の
両
耳
に
帯
を
結
ぶ
。
宝
瓶
か
ら
宝
珠
が
溢
れ
出
る
様
を
表
し
、
壇
上
に
は

さ
ら
に
多
く
の
三
面
宝
珠
な
ど
が
並
ん
で
い
る
。

　

本
作
は
さ
ら
に
描
表
装
と
な
っ
て
お
り
、
二
重
の
金
泥
の
界
線
の
内
側
に
三
鈷
杵
を
繋
ぎ
、
さ

ら
に
そ
の
外
側
を
輪
宝
と
羯
磨
文
と
す
る
。

　

明
王
の
肉
身
は
肥
痩
の
少
な
い
墨
の
輪
郭
線
に
朱
色
で
表
現
す
る
。
諸
所
に
朱
の
具
色
を
用
い

て
体
の
膨
ら
み
を
表
現
す
る
。
髪
や
眉
は
墨
の
毛
描
の
上
か
ら
金
泥
で
さ
ら
に
毛
描
す
る
。
目
は

墨
の
輪
郭
線
で
瞼
を
表
し
、
そ
の
内
側
は
目
頭
と
目
尻
に
白
緑
色
を
入
れ
、
さ
ら
に
眼
球
を
白
色

福
知
山
市
喜
多
六
八
七

宗
教
法
人　

金
光
寺

美
術
工
芸
品
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絹本著色愛染明王像（全図）
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え
ら
れ
る
風
帯
は
後
補
。　
　
　
　
　
　

時　
　
代　
　

鎌
倉
時
代

説　
　
明

　

福
知
山
市
金
光
寺
に
伝
来
し
た
一
幅
の
愛
染
明
王
像
で
あ
る
。
愛
染
明
王
は
唐
の
金
剛
智
が
訳

出
し
た
と
さ
れ
る
『
金
剛
峯
楼
閣
一
切
瑜
伽
瑜
祇
経
』
に
説
か
れ
る
密
教
尊
で
、
平
安
後
期
に
私

的
な
密
教
修
法
が
発
達
す
る
の
に
伴
い
、
愛
染
法
の
本
尊
と
し
て
脚
光
を
浴
び
、
鎌
倉
時
代
以
降

本
格
的
に
流
行
し
た
。
本
作
の
よ
う
な
独
尊
画
像
も
そ
の
よ
う
な
信
仰
の
隆
盛
に
伴
っ
て
数
多
く

制
作
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
現
存
最
古
と
さ
れ
る
細
見
美
術
館
本
が
平
安
時
代
後
期
の
作

と
さ
れ
、
以
降
、
鎌
倉
時
代
の
作
例
が
多
く
現
存
し
て
い
る
。

　

本
作
は
図
像
と
し
て
は
通
例
の
も
の
で
、
類
例
と
し
て
は
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
金

剛
三
昧
院
本
（
和
歌
山
県
）
や
長
徳
寺
本
（
千
葉
県
）
が
知
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
金
剛
三
昧

院
本
と
長
徳
寺
本
が
蓮
華
座
の
前
に
宝
甁
を
置
く
形
を
と
り
、
宝
甁
と
蓮
華
座
と
の
間
に
前
後
関

係
を
生
じ
さ
せ
て
い
る
点
は
本
作
と
の
違
い
と
し
て
指
摘
で
き
る
。

　

本
作
の
最
も
特
筆
す
べ
き
点
は
彩
色
の
華
麗
さ
で
あ
り
、
繊
細
な
截
金
表
現
や
繧
繝
彩
色
、
抑

制
さ
れ
た
金
泥
盛
り
上
げ
彩
色
な
ど
、
入
念
で
丁
寧
な
賦
彩
が
見
ら
れ
る
点
で
あ
る
。
特
に
愛
染

明
王
の
着
衣
に
み
ら
れ
る
截
金
表
現
は
精
緻
で
あ
り
、
制
作
者
が
平
安
仏
画
の
截
金
表
現
を
し
っ

か
り
と
受
け
継
い
で
い
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
装
飾
性
の
点
で
は
先
に
挙
げ
た
両
作
に
劣
る

こ
と
は
な
く
、
寧
ろ
宝
瓶
の
宝
珠
文
様
を
金
泥
で
は
な
く
各
顔
料
で
彩
豊
か
に
表
現
す
る
な
ど
工

夫
が
見
ら
れ
、
優
れ
た
作
行
き
を
示
す
。
類
例
と
の
前
後
関
係
や
図
像
系
統
に
つ
い
て
は
よ
り
詳

細
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
そ
れ
ら
の
優
れ
た
描
写
か
ら
、
一
三
世
紀
、
鎌
倉
時
代
の
作
品

と
考
え
ら
れ
る
。

　

加
え
て
、
輪
宝
と
羯
磨
文
の
描
表
装
が
施
さ
れ
て
い
る
点
で
も
貴
重
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
描

表
装
は
中
世
の
仏
画
に
し
ば
し
ば
見
受
け
ら
れ
る
が
、
南
北
朝
時
代
と
さ
れ
る
作
例
を
中
心
に
多

く
現
存
し
て
お
り
、
本
作
は
独
尊
像
に
施
さ
れ
た
描
表
装
を
残
す
作
例
の
う
ち
比
較
的
古
い
例
と

し
て
注
目
さ
れ
る
。

　

三
岳
山
の
中
腹
に
あ
る
金
光
寺
は
三
岳
蔵
王
権
現
の
別
当
寺
と
し
て
鎌
倉
時
代
末
か
ら
南
北
朝

時
代
に
か
け
て
創
建
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
（
本
尊
は
不
動
明
王
）。
創
建
当
初
よ
り
密
教
的
性

格
が
認
め
ら
れ
る
が
、
江
戸
時
代
初
期
に
は
高
野
山
宝
城
院
の
末
寺
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
知
ら

れ
る
。
本
画
像
が
い
つ
ご
ろ
同
寺
の
所
有
と
な
っ
た
か
定
か
で
は
な
い
が
、
金
剛
三
昧
院
本
と
の

類
似
と
合
わ
せ
、
愛
染
明
王
像
の
展
開
を
考
え
る
上
で
興
味
深
い
作
例
と
い
え
る
。	　

　

中
世
に
遡
る
愛
染
明
王
像
の
作
例
は
決
し
て
少
な
く
は
な
く
、
府
内
で
も
細
見
美
術
館
本
と
醍

醐
寺
本
が
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、
鎌
倉
時
代
と
考
え
ら
れ
る
作
例
と
し
て
、
廬

山
寺
本
や
楞
厳
寺
本
、
海
住
山
寺
本
な
ど
が
知
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
中
に
お
い
て
も
本
作
は
高

い
画
技
に
基
づ
い
た
彩
色
の
華
麗
さ
が
特
筆
さ
れ
る
典
型
的
な
愛
染
明
王
像
の
優
品
と
し
て
重
要

な
価
値
を
有
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
長
谷
川　

貴
信
）

参
考
文
献

京
都
府
文
化
財
保
護
基
金
『
京
都
の
美
術
工
芸　

中
丹
編
』
一
九
八
二
年

福
知
山
市
史
編
纂
委
員
会
『
福
知
山
市
史　

第
二
巻
』
一
九
八
二
年

福
知
山
市
教
育
委
員
会
『
文
化
財
が
語
る
福
知
山
の
歴
史
』
一
九
九
七
年　

　
　
　
　
　

面部

条帛の雷文繋文など
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木も
く

造ぞ
う

菩ぼ

薩さ
つ

立り
ゅ
う

像ぞ
う　

　
　
　
　
　
　

一
軀
（
彫
刻
）

長
岡
京
市
勝
竜
寺
一
九
の
二
五

宗
教
法
人　

勝
龍
寺

　

針
葉
樹
材
。
一
木
割
矧
造
。
素
地
仕
上
げ
。
玉
眼
嵌
入
。
白
毫
水
晶
製
嵌
入
。

　

頭
体
幹
部
は
木
心
を
前
方
に
大
き
く
外
す
一
材
か
ら
彫
出
し
、
両
耳
後
ろ
を
通
る
線
で
前
後
に

割
り
矧
ぐ
。
正
面
は
胸
飾
下
辺
で
、
背
面
は
襟
際
で
割
首
と
す
る
。
髻
別
材
製
。
天
冠
台
前
面
は

帯
状
に
矧
ぎ
付
け
る
。
両
肩
、
肘
前
で
各
矧
ぐ
。
腕
釧
下
で
両
手
首
を
矧
ぐ
。
腰
帯
の
腹
前
の
括

り
の
垂
下
部
別
材
製
。
両
足
踵
か
ら
足
枘
は
体
幹
部
材
と
共
木
で
彫
出
し
、左
足
は
割
足
と
す
る
。

両
足
先
に
各
別
材
を
矧
ぐ
。
右
の
裾
先
に
小
材
を
矧
ぐ
。
天
衣
遊
離
部
別
材
製
。

　

表
面
は
素
地
仕
上
げ
。

　

頭
髪
青
。
髪
際
青
。
元
結
紐
赤
。
唇
赤
。
天
冠
、
胸
飾
、
腕
釧
金
属
製
。

記　
　
録　
　
（
台
座
裏
墨
書
銘　

正
面
側
）

　
　
　
　
　
　

文
明
十
年
〈
戊
／
戌
〉
三
月
廿
八
日
修
復
佛
師
東
寺
大
仏
師
宮
内
卿

　
　
　
　
　
　

同
四
月
五
日〈
丁
酉
／
鬼
宿
〉重
而
開
眼
供
養
畢　

導
師
法
印
権
大
僧
都
融
覚〈
東

寺
一
臈
／
八
十
九
才
〉

　
　
　
　
　
　

願
主
法
師
榮
堯
生
年
四
十
九
才
勝
龍
寺
住
僧
蓮
池
坊

　
　
　
　
　
　
（
同　

背
面
側
）

　
　
　
　
　
　

永
禄
七
年
〈
甲
／
子
〉
八
月
十
六
日
於
修
復
而
重
開
眼
供
養
畢　

同
當
寺
住
呂
専

勝
坊
雄
善

　
　
　
　
　
　

本
堂
建
立
御
本
尊
修
復
佛
師
宗
師
見
法
眼　

開
眼
導
師
嵯
峨
明
王
院
法
印
雄
範
記

之

伝　
　
来　
　

　

本
像
は
、
聖
観
音
像
と
し
て
伝
来
し
た
像
で
、
勝
龍
寺
本
堂
宮
殿
内
に
、
木
造
十
一
面
観
音
立

像
厨
子
の
左
右
に
、
木
造
十
一
面
観
音
立
像
と
と
も
に
向
か
い
合
わ
せ
に
安
置
さ
れ
る
。

　

台
座
底
面
の
墨
書
銘
に
よ
れ
ば
、
文
明
一
〇
年
（
一
四
七
八
）
三
月
二
八
日
に
、
東
寺
大
仏
師

宮
内
卿
に
よ
り
修
理
さ
れ
、
同
四
月
五
日
に
法
印
権
大
僧
都
融
覚
を
導
師
、
僧
栄
堯
を
願
主
と
し

て
開
眼
供
養
さ
れ
た
と
い
う
。
ま
た
同
墨
書
銘
に
よ
れ
ば
、
永
禄
七
年
（
一
五
六
四
）
に
本
堂
の

再
建
に
合
わ
せ
て
、
仏
師
法
眼
宗
見
に
よ
り
仏
像
の
修
復
が
行
わ
れ
、
八
月
一
六
日
に
法
印
雄
範

を
導
師
、
僧
雄
善
を
願
主
と
し
て
開
眼
供
養
さ
れ
た
と
い
う
。

法　
　
量　
　

本
体

　
　
　
　
　
　

像　

高　
　
　

九
五
・
八　
　
　
　
　
　
　

髪
際
高　
　
　

八
一
・
二

　
　
　
　
　
　

頂
─
顎　
　
　

二
四
・
三　
　
　
　
　
　
　

面　

長　
　
　

九
・
六

　
　
　
　
　
　

面　

幅　
　
　

九
・
〇　
　
　
　
　
　
　
　

耳　

張　
　
　

一
一
・
六

　
　
　
　
　
　

面　

奥　
　
　

一
二
・
六　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

胸　

奥
（
左
）
一
四
・
九
（
衣
を
含
む
）　		
胸　

奥
（
右
）
一
四
・
三

　
　
　
　
　
　

腹　

奥　
　
　

一
五
・
二　
　
　
　
　
　
　

肘　

張　
　
　

二
八
・
八　

　
　
　
　
　
　

裾　

張　
　
　

二
一
・
二　
　
　
　
　
　
　

足
先
開
（
外
）
一
六
・
三

　
　
　
　
　
　

足
先
開
（
内
）
八
・
六

　
　
　
　
　
　

台
座
高　
　
　

三
七
・
五　
　
　
　
　
　
　

台
座
幅　
　
　

五
九
・
五

　
　

台
座
奥　
　
　

四
九
・
三　
　
　

																																										
単
位　

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

形　
　
状　
　

　
高
髻
を
結
う
。
天
冠
台
は
紐
二
条
彫
出
。
頭
髪
は
天
冠
台
の
上
下
と
も
毛
筋
彫
で
、
髪
際
で
は

毛
筋
を
複
数
の
髪
束
に
分
け
る
。
鬢
髪
耳
を
渡
る
。
髪
際
に
後
れ
毛
を
表
す
。
白
毫
旋
毛
形
。
耳

朶
環
状
貫
通
。
三
道
を
表
す
。
耳
孔
（
深
い
が
像
内
に
貫
通
し
な
い
）、
鼻
孔
を
穿
つ
。
唇
の
括

り
を
あ
ら
わ
す
。
条
帛
・
天
衣
・
裙
・
腰
布
を
つ
け
、
腰
紐
の
括
り
を
正
面
に
あ
ら
わ
す
。
臍
を

彫
出
す
る
。
裙
は
両
脛
外
側
で
た
る
み
を
表
し
、
裙
裾
は
地
付
き
に
至
ら
ず
、
両
足
を
く
る
ぶ
し

あ
た
り
ま
で
の
ぞ
か
せ
る
。
左
手
は
屈
臂
し
て
み
ぞ
お
ち
前
で
掌
を
仰
向
け
に
し
て
五
指
を
伸
ば

す
。
右
手
は
屈
臂
し
て
正
面
胸
前
や
や
右
よ
り
で
宝
珠
を
さ
さ
げ
る
。
天
冠
、
胸
飾
・
腕
釧
を
着

け
る
。
腰
を
左
に
捻
り
、
右
足
を
半
歩
前
に
出
し
て
立
つ
。

品
質
構
造　



8

木造菩薩立像　全身正面

全身背面

全身右側面 像底
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昭
和
五
三
年
一
一
月
三
日
、
長
岡
京
市
指
定
文
化
財
に
指
定
。

　

令
和
二
年
三
月
二
四
日
、
京
都
府
暫
定
登
録
文
化
財
に
登
録
。

時　
　
代　
　

鎌
倉
時
代

説　
　
明

　

勝
龍
寺
は
、
寺
伝
に
よ
れ
ば
大
同
年
間
に
空
海
が
開
基
し
、
そ
の
後
応
和
二
年
（
九
六
二
）
に

勝
龍
寺
と
改
め
ら
れ
た
と
い
う
、
真
言
宗
の
寺
院
で
あ
る
。
延
元
元
年
（
一
三
三
六
）
の
兵
乱
に

罹
り
焼
失
し
、
翌
年
復
興
さ
れ
た
が
、
天
正
一
〇
年
（
一
五
八
二
）
の
山
崎
の
合
戦
で
専
勝
坊
を

台座裏墨書銘

除
き
焼
失
し
た
と
い
う
。
室
町
時
代
に
は
幕
府
に
よ
っ
て
所
領
の
保
護
を
受
け
て

い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　

本
像
は
、
勝
龍
寺
の
本
堂
内
に
、
本
尊
十
一
面
観
音
像
（
重
要
文
化
財
）
の
脇

仏
と
し
て
安
置
さ
れ
、
寺
で
は
聖
観
音
像
と
さ
れ
る
。
頭
体
幹
部
を
一
材
か
ら
彫

出
し
、
両
耳
後
ろ
で
前
後
に
割
矧
ぐ
割
矧
造
で
、
表
面
は
素
地
仕
上
げ
と
す
る
檀

像
風
の
像
で
あ
る
。
上
体
を
や
や
右
に
向
け
、
腰
を
左
に
捻
り
、
右
足
を
半
歩
前

に
出
す
動
き
の
あ
る
姿
勢
を
見
せ
る
。

　

そ
の
造
形
は
、
非
常
に
高
い
髻
や
ひ
き
し
ま
っ
た
量
感
あ
る
体
躯
の
表
現
な
ど

に
、
鎌
倉
時
代
初
期
の
特
徴
が
顕
著
で
あ
る
。
特
に
、
頂
部
に
向
か
っ
て
わ
ず
か

に
先
細
り
と
な
る
髻
の
形
や
、
四
角
張
っ
た
顔
、
見
開
き
の
強
い
目
な
ど
の
頭
部

の
特
徴
は
、建
久
三
年
（
一
一
九
二
）
快
慶
作
の
醍
醐
寺
木
造
弥
勒
菩
薩
坐
像
（
国

宝
）
に
類
似
す
る
。
耳
の
形
も
、
対
耳
輪
の
上
脚
が
斜
め
上
前
方
を
向
く
形
が
醍

醐
寺
像
と
共
通
し
て
い
る
と
の
指
摘
が
あ
る
。
ま
た
、
腰
布
を
つ
け
、
裙
は
両
脛

外
側
で
た
る
み
を
表
し
、
裙
裾
は
地
付
き
に
至
ら
ず
、
両
足
を
く
る
ぶ
し
あ
た
り

ま
で
の
ぞ
か
せ
る
。
こ
う
し
た
裙
と
腰
布
の
形
式
は
、
文
治
五
年
（
一
一
八
九
）

快
慶
作
の
ア
メ
リ
カ
・
ボ
ス
ト
ン
美
術
館
木
造
弥
勒
菩
薩
立
像
と
類
似
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
本
像
は
仏
師
快
慶
の
初
期
の
作
例
と
類
似
し
た
造
形
的
特
徴
を
持

つ
こ
と
か
ら
、
快
慶
周
辺
の
慶
派
仏
師
に
よ
り
、
鎌
倉
時
代
初
期
に
制
作
さ
れ
た

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

ま
た
、
図
像
に
つ
い
て
は
、
本
像
は
右
手
を
屈
臂
し
て
胸
前
で
宝
珠
を
さ
さ
げ
、
宝
珠
を
持
つ

右
手
の
下
に
左
手
を
添
え
る
手
勢
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
手
の
構
え
は
珍
し
く
、
鎌
倉
時

代
の
作
例
に
は
類
例
が
乏
し
い
も
の
の
、飛
鳥
時
代
後
期
の
奈
良
・
法
起
寺
の
銅
造
菩
薩
立
像
（
重

要
文
化
財
）
と
共
通
し
て
い
る
。
本
像
に
は
化
仏
が
な
く
、
当
初
の
尊
格
は
確
定
で
き
な
い
も
の

の
、
飛
鳥
時
代
に
作
例
の
知
ら
れ
る
宝
珠
を
捧
げ
持
つ
観
音
像
と
し
て
作
ら
れ
た
可
能
性
も
指
摘

さ
れ
て
い
る
。
図
像
的
に
も
珍
し
い
特
徴
を
そ
な
え
た
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。

　

本
像
の
台
座
底
面
に
は
墨
書
銘
が
あ
り
、
室
町
時
代
の
文
明
一
〇
年
（
一
四
七
八
）
に
、
東
寺
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大
仏
師
宮
内
卿
に
よ
り
修
理
さ
れ
、
同
年
四
月
五
日
に
権
大
僧
都
法
印
融
覚
を
大
導
師
、
勝
龍

寺
の
住
僧
栄
堯
を
願
主
と
し
て
、
開
眼
供
養
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
る
。
ま
た
永
禄
七
年

（
一
五
六
四
）
に
は
、
仏
師
宗
見
に
よ
っ
て
修
理
さ
れ
、
八
月
一
六
日
に
開
眼
供
養
さ
れ
た
こ
と

が
記
さ
れ
る
。
こ
の
台
座
銘
は
、
同
じ
く
勝
龍
寺
宮
殿
内
に
安
置
さ
れ
る
木
造
十
一
面
観
音
立
像

（
府
暫
定
登
録
文
化
財
）
の
台
座
銘
（
承
応
二
年
・
明
暦
元
年
の
銘
が
あ
る
）
と
同
筆
と
み
ら
れ
、

近
世
に
過
去
の
記
録
を
も
と
に
転
記
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
本
像
の
伝
来
、
修
理
過
程

を
示
す
手
が
か
り
と
し
て
貴
重
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
本
像
は
鎌
倉
時
代
初
期
に
慶
派
仏
師
に
よ
り
制
作
さ
れ
た
菩
薩
像
で
、
快
慶

風
に
通
じ
る
特
徴
を
備
え
た
優
品
で
あ
る
。
ま
た
、
宝
珠
を
胸
前
に
持
つ
、
図
像
的
に
も
珍
し
い

菩
薩
像
と
し
て
貴
重
な
も
の
で
あ
る
。

（
桑
原　

正
明
）

参
考
文
献

京
都
府
文
化
財
保
護
基
金
『
京
都
の
美
術
工
芸　

乙
訓
・
北
桑
・
南
丹
編
』
一
九
八
〇
年

長
岡
京
市
史
編
さ
ん
委
員
会
『
長
岡
京
市
史　

建
築
・
美
術
編
』
一
九
九
四
年

　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
（
第
一
埋
葬
）

　
　
　
　
　
　
　

一
、
斜
縁
二
神
二
獣
鏡　
　
　
　
　
　

一
面

　
　
　
　
　
　
　

一
、
玉
類

　
　
　
　
　
　
　
　
　

翡
翠
勾
玉　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
箇

　
　
　
　
　
　
　
　
　

碧
玉
勾
玉　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
箇　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

ガ
ラ
ス
小
玉　
　
　
　
　
　
　

三
〇
箇

　
　
　
　
　
　
　

一
、
刀
剣
類

　
　
　
　
　
　
　
　
　

鉄
刀　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
口

　
　
　
　
　
　
　
　
　

鉄
剣　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
〇
口

　
　
　
　
　
　
　

一
、
農
工
具
類

　
　
　
　
　
　
　
　
　

鉄
鉇　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　

鉄
斧　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

四
箇

　
　
　
　
　
　
　
　
　

鉄
刀
子　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

四
口

　
　
　
　
　
　
　
　
　

鉄
蕨
手
刀
子　
　
　
　
　
　
　
　

五
口

　
　
　
　
　
　
　
　
　

鉄
鑿　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　

鉄
針　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

六
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　

鉄
鎌　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

四
箇

　
　
　
　
　
　
　
　
　

鉄
鍬　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

四
箇

　
　
　
　
　
　
　

一
、
用
途
不
明
鉄
製
品
残
欠　
　
　
　

四
点

　　
　
　
　
　
　
　
（
第
二
埋
葬
）

金こ
ん

比ぴ

羅ら

山や
ま

古こ

墳ふ
ん

出し
ゅ
つ

土ど

品ひ
ん

（
考
古
資
料
）

京
都
市
上
京
区
下
立
売
通
新
町
西
入
薮
ノ
内
町

京
都
府

保
管
：
京
都
府
立
山
城
郷
土
資
料
館　
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説　
　
明

　

本
資
料
は
、
宇
治
市
広
野
町
寺
山
に
か
つ
て
所
在
し
た
金
比
羅
山
古
墳
の
埋
葬
施
設
及
び
墳
丘

上
か
ら
出
土
し
た
一
括
資
料
で
あ
る
。

　

金
比
羅
山
古
墳
は
径
約
四
〇
ｍ
の
古
墳
時
代
中
期
前
半
の
円
墳
で
あ
る
。
南
山
城
地
域
で
最
大

級
の
首
長
墳
群
で
あ
る
久
津
川
古
墳
群
に
含
ま
れ
る
。
昭
和
三
九
年
（
一
九
六
四
）
に
宅
地
造
成

計
画
に
伴
っ
て
京
都
府
教
育
委
員
会
が
発
掘
調
査
を
実
施
し
た
。

　

発
掘
調
査
で
は
、
墳
丘
頂
部
平
坦
面
で
、
粘
土
槨
一
基
（
第
一
埋
葬
）、
隣
接
し
て
土
製
円
筒

棺
一
基
（
第
二
埋
葬
）
が
検
出
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
墳
丘
で
は
埴
輪
列
と
埴
輪
棺
二
基
、
外
堤
で

埴
輪
棺
一
基
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。

　

発
掘
調
査
終
了
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
脆
弱
な
遺
物
が
風
化
し
て
滅
失
し
、
さ
ら
に
、
保
存
管

理
体
制
が
未
だ
整
備
途
中
で
あ
っ
た
た
め
に
一
部
の
遺
物
が
混
在
し
た
こ
と
か
ら
、
現
存
す
る
遺

物
の
数
量
は
調
査
概
報
（
京
都
府
教
育
委
員
会
一
九
六
五
）
の
報
告
文
と
は
若
干
の
異
動
が
あ
る
。

　（
第
一
埋
葬
）

　

第
一
埋
葬
は
全
長
七
ｍ
を
超
す
粘
土
槨
で
、
全
長
六
・
七
ｍ
の
割
竹
形
木
棺
が
設
置
さ
れ
て
い

た
。
一
部
が
撹
乱
さ
れ
て
い
た
が
出
土
品
は
全
般
に
良
好
な
状
態
で
出
土
し
た
。

　

所
在
が
確
認
さ
れ
た
第
一
埋
葬
の
出
土
品
は
、
棺
内
か
ら
出
土
し
た
斜
縁
二
神
二
獣
鏡
一
面
、

翡
翠
勾
玉
二
箇
、
碧
玉
勾
玉
二
箇
、
ガ
ラ
ス
小
玉
三
〇
箇
と
、
棺
外
か
ら
出
土
し
た
鉄
刀
二
口
、

鉄
剣
一
〇
口
、
鉄
鉇
一
本
、
鉄
斧
四
箇
、
鉄
刀
子
四
口
、
鉄
蕨
手
刀
子
五
口
、
鉄
鑿
二
本
、
鉄
針

六
本
、
鉄
鎌
四
箇
、
鉄
鍬
四
箇
、
用
途
不
明
鉄
製
品
残
欠
四
点
で
あ
る
。

　

斜
縁
二
神
二
獣
鏡
は
直
径
一
五
・
七
㎝
の
舶
載
鏡
で
、
製
作
年
代
は
後
漢
末
期
か
ら
三
国
時
代

の
三
世
紀
前
半
代
に
比
定
さ
れ
、
金
比
羅
山
古
墳
に
副
葬
さ
れ
る
ま
で
少
な
く
と
も
一
〇
〇
年
以

上
の
伝
世
が
想
定
さ
れ
る
。
銘
帯
に
は
、逆
時
計
回
り
に「
吾
作
明
竟
自
有
紀
。
令
人
長
命
冝
孫
子
。

大
吉
。」
の
銘
文
が
あ
る
。
内
区
に
は
侍
仙
を
従
え
た
神
像
二
体
と
、
獣
像
二
体
が
配
置
さ
れ
る
。

獣
像
の
文
様
表
現
は
比
較
的
鮮
明
で
あ
る
が
、
神
像
は
顔
面
な
ど
肉
厚
な
部
分
の
文
様
表
現
が
や

や
模
糊
と
し
て
い
る
。
上
方
神
像
の
特
徴
は
、
頭
部
に
鋸
歯
状
の
三
山
冠
を
か
ぶ
り
、
顔
面
に
は

　
　
　
　
　
　
　

一
、
土
製
円
筒
棺　
　
　
　
　
　
　
　

一
合

　
　
　
　
　
　
　

一
、
農
工
具
類

　
　
　
　
　
　
　
　
　

鉄
鉇　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

四
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　

鉄
斧　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
箇

　
　
　
　
　
　
　
　
　

鉄
刀
子　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
口

　
　
　
　
　
　
　
　
　

鉄
蕨
手
刀
子　
　
　
　
　
　
　
　

五
口

　
　
　
　
　
　
　
　
　

鉄
鋸　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
箇

　
　
　
　
　
　
　
　
　

鉄
錐　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　

鉄
鎌　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
箇

　
　
　
　
　
　
　
　
　

鉄
手
鎌　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
箇

　
　
　
　
　
　
　

一
、
用
途
不
明
鉄
製
品
残
欠　
　
　
　

三
点

　
　
　
　
　
　
　
（
墳
丘
）

　
　
　
　
　
　
　

一
、
埴
輪

　
　
　
　
　
　
　
　
　

円
筒
形
埴
輪　
　
　
　
　
　
　

二
八
箇

　
　
　
　
　
　
　
　
　

朝
顔
形
埴
輪　
　
　
　
　
　
　
　

二
箇

　
　
　
　
　
　
　
　
　

家
形
埴
輪
片　
　
　
　
　
　
　

一
八
点

　
　
　
　
　
　
　
　
　

蓋
形
埴
輪
片　
　
　
　
　
　
　
　

五
点

　
　
　
　
　
　
　
　
　

靫
形
埴
輪
片　
　
　
　
　
　
　
　

一
点

　
　
　
　
　
　
　
　
　

線
刻
埴
輪
片　
　
　
　
　
　
　
　

一
点

　
　
　
　
　
　
　
　
　

不
明
形
象
埴
輪
片　
　
　
　
　
　

四
点

　
　
　
　
　
　
　

一
、
農
工
具
類

　
　
　
　
　
　
　
　
　

鉄
鎌　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
箇

	

　
　
　
（
帰
属
不
明
）

　
　
　
　
　
　
　

一
、
管
玉

　
　
　
　
　
　
　
　
　

碧
玉
管
玉　
　
　
　
　
　
　
　

二
四
箇

時　
　
代　
　

古
墳
時
代
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顎
髭
と
頬
髭
が
表
現
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。「
東
王
父
」
と
み
ら
れ
る
。
下
方
神
像
は
顔
の
目
鼻

が
模
糊
と
し
て
細
部
が
不
明
で
あ
る
が
、
頭
部
に
は
双
巻
冠
を
つ
け
、
着
衣
表
現
が
上
方
神
像
と

異
な
る
。「
西
王
母
」と
み
ら
れ
る
。
上
方
の
側
面
形
の
侍
仙
は
、横
の
東
王
父
を
向
い
て
正
座
し
、

拝
礼
す
る
よ
う
な
姿
勢
で
あ
る
。
下
方
の
侍
仙
は
起
立
し
、
体
は
正
面
を
向
き
、
上
方
を
見
上
げ

る
。
左
方
獣
像
は
斜
め
を
向
い
て
口
を
開
け
、
右
方
獣
像
は
正
面
を
向
く
。

　

翡
翠
勾
玉
二
箇
は
、
全
長
二
・
一
㎝
と
二
・
三
㎝
で
、
い
ず
れ
も
頭
部
に
線
刻
が
施
さ
れ
る
丁
字

頭
勾
玉
で
、
孔
は
両
面
穿
孔
で
あ
る
。
色
調
は
緑
色
を
呈
す
。
碧
玉
勾
玉
は
全
長
三
・
三
㎝
と
三
・

四
㎝
で
、
い
ず
れ
も
片
面
穿
孔
で
あ
る
。
一
点
の
色
調
は
灰
緑
色
を
呈
す
。
も
う
一
点
の
色
調
は

淡
灰
緑
色
を
呈
し
、
赤
色
顔
料
が
付
着
す
る
。
ガ
ラ
ス
小
玉
の
材
質
は
全
て
カ
リ
ガ
ラ
ス
で
、
コ

バ
ル
ト
で
着
色
さ
れ
る
。

　

鉄
刀
二
口
は
全
長
二
三
・
九
㎝
、
二
四
・
五
㎝
で
ほ
ぼ
同
大
で
あ
る
。
古
墳
時
代
の
鉄
刀
と
し
て

は
小
型
で
あ
る
。
把
や
鞘
と
い
っ
た
有
機
質
部
品
は
ほ
と
ん
ど
残
っ
て
い
な
い
。

　

鉄
剣
一
〇
口
は
全
長
二
三
・
五
㎝
〜
四
〇
・
〇
㎝
で
、そ
の
う
ち
八
口
は
三
〇
㎝
以
下
に
収
ま
る
。

全
般
に
剣
身
は
薄
く
華
奢
な
造
り
で
、
一
口
を
除
き
鎬
が
不
明
瞭
で
あ
る
。
鉄
刀
と
同
様
に
、
有

機
質
部
品
は
ほ
と
ん
ど
残
っ
て
い
な
い
。

　

農
工
具
類
は
、
用
途
が
判
明
し
た
も
の
が
八
器
種
で
、
豊
富
な
器
種
構
成
で
あ
る
。
特
徴
的
な

遺
物
と
し
て
、古
墳
時
代
前
期
末
に
出
現
し
中
期
末
ま
で
存
続
す
る
鉄
蕨
手
刀
子
が
挙
げ
ら
れ
る
。

（
第
二
埋
葬
）

　

第
二
埋
葬
は
第
一
埋
葬
の
西
側
に
位
置
し
、
主
軸
線
が
ほ
ぼ
平
行
し
て
い
た
。
全
長
約
四
ｍ
の

墓
壙
の
中
に
粘
土
を
敷
き
、土
製
円
筒
棺
を
設
置
し
た
後
に
さ
ら
に
粘
土
で
覆
う
構
造
で
あ
っ
た
。

所
在
が
確
認
さ
れ
た
第
二
埋
葬
の
出
土
品
は
、
埋
葬
施
設
で
あ
る
土
製
円
筒
棺
一
合
と
、
棺
外
か

ら
出
土
し
た
鉄
鉇
四
本
、
鉄
斧
二
箇
、
鉄
刀
子
一
口
、
鉄
蕨
手
刀
子
五
口
、
鉄
鋸
一
箇
、
鉄
錐
一

本
、
鉄
鎌
三
箇
、
鉄
手
鎌
二
箇
、
用
途
不
明
鉄
製
品
残
欠
三
点
で
あ
る
。

　

土
製
円
筒
棺
は
、
円
筒
棺
本
体
と
蓋
二
箇
か
ら
構
成
さ
れ
る
（
犬
木
二
〇
二
〇
）。

　

円
筒
棺
本
体
は
、
埴
輪
を
転
用
し
た
も
の
で
は
な
く
、
埴
輪
の
製
作
技
術
を
応
用
し
て
製
作
さ

れ
た
専
用
の
棺
で
あ
る
。
全
長
一
六
四
・
〇
㎝
、
口
径
五
一
・
四
㎝
、
底
径
五
〇
・
八
㎝
の
円
筒
形

で
、
外
面
に
は
一
一
条
の
横
位
突
帯
を
貼
り
付
け
る
。
横
位
突
帯
間
に
は
斜
め
方
向
の
突
帯
を
平

行
に
貼
り
付
け
、
右
上
が
り
の
斜
行
突
帯
と
左
上
が
り
の
斜
行
突
帯
が
段
ご
と
に
交
互
に
配
置
さ

れ
、
全
体
と
し
て
綾
杉
状
と
な
る
。
外
面
に
は
黒
斑
が
認
め
ら
れ
、
外
面
調
整
の
横
ハ
ケ
メ
は
静

止
痕
が
残
ら
な
い
。
本
資
料
の
類
例
は
奈
良
盆
地
の
古
墳
で
数
例
確
認
さ
れ
て
い
る
。

　

蓋
一
は
、
円
筒
棺
の
北
側
を
閉
塞
し
た
蓋
で
あ
る
。
半
球
形
で
、
全
高
二
〇
・
〇
㎝
、
長
径

五
八
・
二
㎝
、
短
径
五
六
・
四
㎝
を
測
る
。
外
面
中
位
に
突
帯
を
一
条
、
さ
ら
に
下
端
部
外
面
に
も

突
帯
を
貼
り
付
け
る
。
外
面
に
は
黒
斑
が
あ
り
、
内
面
に
は
赤
彩
が
一
部
残
存
す
る
。

　

蓋
二
は
、
円
筒
棺
の
南
側
を
閉
塞
し
た
蓋
で
あ
る
。
半
球
形
で
、
全
高
二
〇
・
九
㎝
、
長
径

五
七
・
二
㎝
、
短
径
五
三
・
八
㎝
を
測
る
。
形
状
は
蓋
一
と
共
通
す
る
。

　

農
工
具
類
は
、
第
一
埋
葬
と
同
様
に
八
器
種
が
出
土
し
た
。
た
だ
し
構
成
は
若
干
異
な
り
、
第 第一・第二埋葬出土副葬品
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し
た
状
態
で
出
土
し
た
も
の
（
円
筒
形
埴
輪
二
四
箇
）
と
、
埴
輪
棺
に
転
用
さ
れ
た
も
の
（
円
筒

形
埴
輪
四
箇
、
朝
顔
形
埴
輪
二
箇
）
が
あ
る
。
家
形
埴
輪
等
の
形
象
埴
輪
は
、
墳
頂
部
や
墳
丘
斜

面
の
中
段
で
多
く
出
土
し
て
い
る
（
注
）。

　

円
筒
形
埴
輪
の
う
ち
、
ほ
ぼ
完
形
と
な
る
個
体
の
全
高
は
六
八
・
〇
㎝
で
、
四
条
の
突
帯
を
も

つ
。二
・
四
段
目
に
は
縦
列
に
透
孔
を
穿
つ
。多
く
の
円
筒
形
埴
輪
で
底
部
高
や
突
帯
間
隔
が
揃
い
、

統
一
性
が
あ
る
。
突
帯
を
貼
り
付
け
る
以
前
に
、
突
帯
間
隔
を
揃
え
る
た
め
、
凹
線
を
施
す
。
外

面
調
整
に
は
、
タ
テ
ハ
ケ
の
ほ
か
、
二
次
調
整
と
し
て
工
具
を
埴
輪
か
ら
離
さ
ず
連
続
し
て
ヨ
コ

ハ
ケ
が
施
さ
れ
ハ
ケ
メ
工
具
の
静
止
痕
が
認
め
ら
れ
る
。
ま
た
、
焼
成
は
野
焼
き
で
行
わ
れ
、
黒

斑
が
確
認
で
き
る
。

　

朝
顔
形
埴
輪
は
復
元
全
高
が
約
九
〇
㎝
で
、
五
条
の
突
帯
を
も
ち
、
二
・
四
・
五
段
目
に
千
鳥
に

透
孔
を
穿
つ
。
形
態
は
円
筒
形
埴
輪
と
異
な
る
が
、
外
面
調
整
や
焼
成
方
法
に
つ
い
て
は
共
通
し

一
埋
葬
で
出
土
し
た
鉄
鑿
、
鉄
針
、
鉄
鍬
は
含
ま
れ
な
い
が
、
鉄
鋸
、
鉄
錐
、
鉄
手
鎌
が
含
ま
れ

る
。
特
筆
さ
れ
る
の
は
、
鉄
鉇
四
箇
の
う
ち
、
鉄
刀
子
を
鉄
鉇
に
転
用
し
た
と
み
ら
れ
る
二
箇
で

あ
る
。
一
箇
は
鉄
刀
子
の
茎
部
を
鉄
鉇
の
刃
部
に
改
変
し
た
も
の
で
、
鉄
刀
子
の
刃
部
に
は
鉄
鉇

の
木
柄
が
装
着
さ
れ
て
い
る
。
も
う
一
箇
は
鉄
刀
子
の
刃
部
先
端
を
鉄
鉇
の
刃
部
に
改
変
し
た
も

の
で
あ
る
。
両
資
料
と
も
、
本
来
の
鉄
刀
子
の
形
状
を
残
し
た
状
態
で
転
用
さ
れ
鉄
鉇
に
さ
れ
て

い
る
。
当
時
の
農
工
具
の
利
用
過
程
の
実
態
を
示
す
資
料
で
あ
る
。

（
墳
丘
）

　

墳
丘
か
ら
出
土
し
た
埴
輪
の
う
ち
指
定
の
対
象
と
す
る
の
は
、
円
筒
形
埴
輪
二
八
箇
、
朝
顔
形

埴
輪
二
箇
、
家
形
埴
輪
片
一
八
点
、
蓋
形
埴
輪
片
五
点
、
靫
形
埴
輪
片
一
点
、
線
刻
埴
輪
片
一
点
、

不
明
形
象
埴
輪
片
四
点
で
あ
る
。
円
筒
形
埴
輪
と
朝
顔
形
埴
輪
は
墳
裾
部
及
び
墳
丘
中
段
に
樹
立

第二埋葬出土土製円筒棺

形象埴輪（家形埴輪・蓋形埴輪・靫形埴輪・不明形象埴輪）
破片

円筒形埴輪・朝顔形埴輪
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て
い
る
。

　

家
形
埴
輪
は
、
切
妻
屋
根
や
、
棟
木
、
壁
体
、
裾
廻
突
帯
部
の
破
片
が
確
認
で
き
る
。
裾
廻
突

帯
の
形
状
か
ら
、
総
計
四
箇
体
以
上
が
樹
立
さ
れ
、
大
型
と
小
型
の
も
の
が
あ
っ
た
と
想
定
さ
れ

る
。

　

蓋
形
埴
輪
は
、
立
飾
部
、
笠
部
、
肋
木
部
の
破
片
が
出
土
し
て
い
る
。
立
飾
部
は
、
文
様
を
施

す
も
の
と
施
さ
な
い
も
の
が
あ
る
。

　

靫
形
埴
輪
は
矢
筒
部
が
出
土
し
て
お
り
、
文
様
に
よ
っ
て
布
張
り
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。

　

線
刻
埴
輪
片
は
円
筒
形
埴
輪
ま
た
は
朝
顔
形
埴
輪
の
体
部
に
、
綾
杉
状
の
文
様
や
弧
状
の
平
行

沈
線
な
ど
の
複
雑
な
線
刻
が
施
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
埴
輪
棺
と
共
に
出
土
し
て
お
り
、
同
様
の

破
片
が
埴
輪
列
か
ら
出
土
し
て
い
な
い
点
か
ら
、
製
作
段
階
か
ら
埴
輪
棺
と
し
て
の
使
用
を
想
定

し
て
刻
ま
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。

　

ま
た
、
墳
丘
か
ら
鉄
鎌
一
点
が
出
土
し
た
。

（
帰
属
不
明
）

　

碧
玉
管
玉
二
四
箇
が
現
存
す
る
が
、
ど
の
資
料
が
第
一
埋
葬
、
第
二
埋
葬
に
帰
属
す
る
の
か
が

不
明
で
あ
る
。
概
報
（
京
都
府
教
育
委
員
会
一
九
六
五
）
で
は
、
第
一
埋
葬
か
ら
碧
玉
管
玉
約

二
〇
箇
、
第
二
埋
葬
か
ら
碧
玉
管
玉
一
七
箇
が
出
土
し
、
両
埋
葬
施
設
か
ら
出
土
し
た
管
玉
は
特

徴
が
類
似
す
る
と
さ
れ
る
。
現
存
す
る
管
玉
の
数
量
か
ら
、
第
一
・
二
埋
葬
の
管
玉
が
混
在
し
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

碧
玉
管
玉
は
淡
い
灰
緑
色
が
多
い
が
、暗
い
色
調
の
資
料
も
含
ま
れ
る
。全
長
二
・
〇
㎝
か
ら
三
・

〇
㎝
ほ
ど
の
短
身
の
一
群
と
、全
長
五
・
〇
㎝
か
ら
五
・
五
㎝
ほ
ど
の
長
身
の
一
群
に
分
け
ら
れ
る
。

　　

金
比
羅
山
古
墳
出
土
品
は
、
二
つ
の
埋
葬
施
設
か
ら
出
土
し
た
副
葬
品
や
土
製
円
筒
棺
、
そ
し

て
墳
丘
上
か
ら
出
土
し
た
埴
輪
と
い
っ
た
、古
墳
を
構
成
す
る
各
種
遺
物
の
一
括
出
土
品
で
あ
る
。

第
一
、
第
二
埋
葬
の
副
葬
品
組
成
を
み
る
と
、
中
国
製
の
斜
縁
二
神
二
獣
鏡
や
、
翡
翠
製
勾
玉
等

の
玉
類
が
目
立
つ
。
鉄
製
品
は
農
工
具
類
が
大
部
分
を
占
め
る
が
、
武
器
類
は
第
一
埋
葬
出
土
の

刀
剣
だ
け
で
あ
る
。
本
資
料
は
組
成
が
優
れ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
こ
の
時
期
の
古
墳
か
ら
の
出
土

事
例
が
多
い
、
鉄
鏃
や
鉄
甲
冑
と
い
っ
た
軍
事
的
色
彩
の
強
い
副
葬
品
が
含
ま
れ
な
い
。
両
埋
葬

の
被
葬
者
の
、
首
長
と
し
て
の
性
格
や
役
割
を
検
討
す
る
上
で
示
唆
的
で
あ
る
。

　

ま
た
、
第
二
埋
葬
の
土
製
円
筒
棺
は
特
徴
的
な
埋
葬
施
設
で
、
類
例
は
奈
良
盆
地
に
限
定
さ
れ

る
。
当
時
の
南
山
城
地
域
と
奈
良
盆
地
の
首
長
間
の
交
流
を
示
す
資
料
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

　

埴
輪
は
、
規
格
性
の
高
い
円
筒
形
埴
輪
が
多
く
、
形
象
埴
輪
の
種
類
も
豊
富
で
あ
る
。
本
資
料

は
こ
の
時
期
の
埴
輪
編
年
の
基
準
資
料
と
し
て
以
前
か
ら
紹
介
さ
れ
（
川
西
一
九
七
八
）、
副
葬

品
の
内
容
も
判
明
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
全
国
的
に
も
古
墳
時
代
中
期
前
半
の
基
準
資
料
と
し
て

位
置
づ
け
ら
れ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
金
比
羅
山
古
墳
出
土
品
は
、
京
都
府
に
お
け
る
古
墳
時
代
の
文
化
を
示
す
資

料
と
し
て
、
高
い
学
術
的
価
値
を
有
す
る
。

　

な
お
、
本
資
料
の
指
定
と
同
時
に
、
金
比
羅
山
古
墳
発
掘
調
査
の
正
報
告
書
を
二
〇
二
一
年
に

刊
行
（
京
都
府
教
育
委
員
会
二
〇
二
一
）
し
、
詳
細
な
報
告
を
掲
載
し
て
い
る
の
で
合
わ
せ
て
参

照
さ
れ
た
い
。

（
古
川　

匠
）

参
考
文
献

京
都
府
教
育
委
員
会
「
金
比
羅
山
古
墳
発
掘
調
査
概
要
」『
埋
蔵
文
化
財
発
掘
調
査
概
報
』

一
九
六
五
年

川
西
宏
幸
「
円
筒
埴
輪
総
論
」『
考
古
学
雑
誌
』
第
六
四
巻
第
二
号　

日
本
考
古
学
会　

一
九
七
八
年

犬
木
努
「
宇
治
市
金
比
羅
山
古
墳
出
土
の
円
筒
棺
に
つ
い
て
」『
山
城
郷
土
資
料
館
報
』
第
二
六

号　

二
〇
二
〇
年

京
都
府
教
育
委
員
会
『
金
比
羅
山
古
墳
発
掘
調
査
報
告
書
』
二
〇
二
一
年

（
注
）
埴
輪
の
特
徴
に
つ
い
て
は
、
当
課
北
山
大
煕
の
分
析
を
参
考
に
し
た
。
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説　
　

明

　

新
殿
神
社
は
、
近
鉄
山
田
川
駅
の
北
西
、
木
津
川
台
住
宅
が
所
在
す
る
丘
陵
の
東
端
部
に
位
置

す
る
。

　

創
建
沿
革
に
つ
い
て
は
詳
ら
か
で
な
い
が
、応
長
元
年
（
一
三
一
一
）
に
綴
喜
郡
普
賢
寺
村
（
現

京
田
辺
市
普
賢
寺
）
よ
り
勧
請
遷
宮
さ
れ
た
と
伝
え
る
。
明
治
ま
で
は
隣
接
し
て
別
当
寺
の
医
王

寺
が
あ
り
、
関
連
し
て
応
長
二
年
（
一
三
一
二
）
の
銘
の
あ
る
梵
鐘
が
残
る
。
ま
た
、
中
世
に
起

源
を
も
つ
宮
座
が
維
持
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
遅
く
と
も
室
町
時
代
に
は
創
建
さ
れ
て
い
た
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。
近
世
に
は
、山
田
村
及
び
乾
谷
村
の
産
土
神
と
し
て
「
天
王
宮
」
ま
た
は
「
植

樹
神
社
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
。

　

境
内
地
は
、
丘
陵
地
の
南
端
部
、
東
西
に
細
長
い
区
域
を
占
め
る
。
参
道
は
境
内
地
の
南
西
隅

の
丘
陵
下
か
ら
北
東
方
向
に
直
線
状
に
設
け
ら
れ
、
境
内
地
の
中
央
西
寄
り
を
本
殿
域
と
す
る
。

本
殿
域
は
東
面
し
て
鳥
居
を
構
え
、
中
央
に
舞
台
を
、
南
北
両
脇
に
氏
子
詰
所
を
、
西
奥
に
割
拝

殿
形
式
の
社
務
所
・
祓
所
を
設
け
、
さ
ら
に
そ
の
西
奥
中
央
に
本
殿
［
府
指
定
有
形
文
化
財
、
天

文
一
六
年
（
一
五
四
七
）］
を
、
南
に
末
社
八
幡
宮
を
、
北
に
末
社
八
王
子
社
［
府
指
定
有
形
文

化
財
、
一
六
世
紀
中
期
］
を
並
べ
、
正
面
を
玉
垣
で
、
側
背
面
を
石
垣
・
ブ
ロ
ッ
ク
塀
（
外
側
に

は
旧
土
塀
の
一
部
が
残
る
）
で
囲
む
。
ま
た
、
本
殿
域
の
南
側
に
は
、
土
塀
を
境
界
と
し
て
医
王

寺
の
跡
地
が
あ
っ
て
、
現
在
も
薬
師
堂
な
ど
が
残
り
、
鳥
居
の
東
方
に
は
十
三
重
塔
［
重
要
文
化

財
、
延
徳
三
年
（
一
四
九
一
）］
が
建
つ
。
本
殿
域
の
東
方
に
は
駐
車
場
と
し
て
使
用
し
て
い
る

空
地
が
あ
り
、
本
殿
域
と
医
王
寺
跡
地
、
空
地
の
周
囲
は
境
内
林
と
な
っ
て
い
る
。
境
内
地
の
周

囲
は
、
商
業
施
設
や
学
校
、
霊
園
な
ど
が
設
け
ら
れ
、
高
速
道
路
も
通
さ
れ
、
開
発
の
進
む
区
域

と
な
っ
て
い
る
。

　

な
お
、
宝
暦
三
年
（
一
七
五
三
）
の
普
請
願
書
で
は
、
本
殿
正
面
の
玉
垣
が
増
設
さ
れ
、
本
殿

域
は
現
状
に
近
い
構
成
で
描
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
境
内
地
に
は
、
江
戸
中
期
以
降
の
銘
を
持
つ

石
灯
篭
や
鳥
居
が
残
る
ほ
か
、
本
殿
周
囲
の
石
垣
に
弘
化
三
年
（
一
八
四
六
）
の
、
石
垣
上
の
雪

見
灯
篭
に
は
元
治
元
年
（
一
八
六
四
）
の
銘
が
確
認
で
き
、
近
世
を
通
じ
て
境
内
の
整
備
が
行
わ

れ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

　

境
内
林
の
植
生
は
、
コ
ジ
イ
を
主
と
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
コ
ジ
イ
林
は
、
境
内
林

と
し
て
の
極
相
を
呈
し
て
い
る
と
み
ら
れ
、
境
内
の
環
境
を
保
っ
て
い
る
。
境
内
北
側
に
は
ス
ス

キ
・
マ
ツ
林
が
広
が
る
が
、
こ
の
範
囲
は
か
つ
て
隣
接
す
る
学
校
の
仮
教
室
が
建
設
さ
れ
て
い
た

場
所
に
あ
た
る
。
ま
た
、
境
内
西
側
に
は
モ
ウ
ソ
ウ
チ
ク
林
が
侵
入
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
新
殿
神
社
の
境
内
は
、
本
殿
並
び
に
末
社
八
王
子
社
を
核
と
し
た
建
築
物
・
工

作
物
が
中
心
と
な
り
、
周
囲
に
コ
ジ
イ
を
主
と
し
た
境
内
林
が
広
が
り
、
諸
要
素
が
複
合
し
た
優

れ
た
神
社
環
境
を
保
っ
て
い
る
。ま
た
、周
辺
の
開
発
が
進
む
中
に
あ
っ
て
、里
山
地
域
の
中
の「
鎮

守
の
森
」
と
し
て
の
景
観
も
保
ち
、
府
指
定
の
文
化
財
の
保
存
を
図
る
う
え
で
欠
か
せ
な
い
も
の

と
な
っ
て
い
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
境
内
地
約
一
・
九
九
ヘ
ク
タ
ー
ル
を
文
化
財
環
境
保
全
地

区
に
決
定
し
、
文
化
財
の
周
辺
環
境
に
つ
い
て
も
保
全
を
図
る
こ
と
と
す
る
。（

村
瀬　

由
紀
史
）

新し
ん

殿で
ん

神じ
ん

社じ
ゃ

文ぶ
ん

化か

財ざ
い

環か
ん

境き
ょ
う

保ほ

全ぜ
ん

地ち

区く　
　
　
　
　
　
　

文
化
財
環
境
保
全
地
区

相
楽
郡
精
華
町
山
田
医
王
寺
他

宗
教
法
人　

新
殿
神
社
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本殿域正面

本殿域（手前：舞殿、左奥：氏子詰所、右奥：社務所・祓所）
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建
造
物

宮み
や
津づ

カ
ト
リ
ッ
ク
教き
ょ
う

会か
い
聖せ
い
ヨ
ハ
ネ
天て
ん
主し
ゅ
堂ど
う

一
棟

構
造
形
式

　
　

木
造
三
廊
式
教
会
堂
、
建
築
面
積
二
〇
八
・
一
平
方
メ
ー
ト
ル
、
一
部
中
二
階
、
桟
瓦
葺

　
　
　

附　
鬼
瓦
（
一
個
）

　
　
　
　
　
　

明
治
廿
一
年
六
月
日
の
箆
書
が
あ
る

　
　
　
　
　

鰭
瓦
（
二
個
）

　
　
　
　
　

主
祭
壇
断
片
（
七
個
）

建
立
年
代

　
　

明
治
二
九
年
（
一
八
九
六
）［
フ
ァ
ン
ラ
イ
ト
銘
］

説　
　
明

　

宮
津
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
は
、
フ
ラ
ン
ス
人
宣
教
師
ル
イ
・
ル
ラ
ー
ブ
神
父
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ

た
。
ル
ラ
ー
ブ
神
父
は
、
一
八
五
七
年
に
フ
ラ
ン
ス
・
リ
ヨ
ン
郊
外
の
サ
ン
テ
ア
ン
に
生
ま
れ
、

明
治
一
八
年
（
一
八
八
五
）
に
パ
リ
外
国
宣
教
会
神
学
校
を
卒
業
後
、
た
だ
ち
に
日
本
に
派
遣
さ

れ
、
明
治
二
一
年
（
一
八
八
八
）
か
ら
は
若
狭
・
丹
後
・
但
馬
地
域
へ
の
キ
リ
ス
ト
教
布
教
に
従

　
　
　

宮
津
市
字
柳
縄
手
三
四
七

　
　
　

宗
教
法
人　

カ
ト
リ
ッ
ク
京
都
司
教
区

聖ヨハネ天主堂　外観　正側面

事
し
た
。
同
年
末
に
一
軒
の
借
家
を
見
つ
け
、
キ
リ
ス
ト
教
に
入
信
し
た
家
主
か
ら
敷
地
と
と
も

に
そ
れ
を
譲
り
受
け
、
現
在
の
宮
津
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
を
設
立
、
明
治
二
九
年
（
一
八
九
六
）
に

は
教
会
敷
地
に
天
主
堂
を
献
堂
さ
せ
た
。
近
年
教
区
の
統
廃
合
が
進
み
、
建
物
は
正
式
に
は
カ
ト

リ
ッ
ク
丹
後
教
会
宮
津
教
会
堂
洗
者
聖
ヨ
ハ
ネ
天
主
堂
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

　

敷
地
は
、
宮
津
港
に
注
ぐ
大
手
川
河
口
近
く
の
左
岸
に
所
在
し
、
大
手
川
を
背
後
に
聖
ヨ
ハ
ネ

天
主
堂
を
西
面
さ
せ
、
南
に
司
祭
館
を
配
置
す
る
。
天
主
堂
正
面
か
ら
西
に
道
を
伸
ば
し
、
順
に

平
成
三
〇
年
度
答
申
・
令
和
三
年
一
一
月
五
日
告
示
府
指
定
文
化
財

　

宮
津
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
聖
ヨ
ハ
ネ
天
主
堂
は
、
平
成
三
〇
年
度
の
京
都
府
文
化
財
保
護
審
議
会

で
指
定
の
答
申
を
受
け
た
後
、
未
告
示
と
な
っ
て
い
ま
し
た
が
、
令
和
三
年
一
一
月
五
日
付
け
で

告
示
さ
れ
ま
し
た
の
で
、
あ
わ
せ
て
掲
載
し
ま
す
。
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右
手
に
ル
ラ
ー
ブ
会
館
、
左
手
に
宮
津
暁
星
幼
稚
園
を
建
て
る
。
天

主
堂
は
、
洗
者
ヨ
ハ
ネ
に
献
ぜ
ら
れ
、
設
計
は
ル
ラ
ー
ブ
神
父
自
ら
が

行
っ
た
。
施
工
に
は
宮
津
の
日
本
人
大
工
・
太
井
正
司
が
あ
た
り
、
祭

壇
用
の
聖
像
及
び
ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス
の
色
ガ
ラ
ス
は
直
接
フ
ラ
ン
ス
か

ら
取
り
寄
せ
た
と
い
う
。
昭
和
二
年
（
一
九
二
七
）
の
北
丹
後
地
震
に

よ
り
外
装
等
を
破
損
、
同
年
中
に
改
修
を
行
い
、
正
面
入
口
の
車
寄
を

廃
し
、
拝
廊
を
新
た
に
設
け
て
、
香
部
屋
を
背
面
側
に
増
築
し
た
。
昭

和
二
四
年
（
一
九
四
九
）
の
担
当
神
父
交
代
に
際
し
、
改
修
工
事
が
行

わ
れ
、
告
悔
室
が
増
築
さ
れ
る
等
の
改
変
が
加
え
ら
れ
、
昭
和
五
一
年

（
一
九
七
六
）の
宮
津
教
会
献
堂
八
〇
周
年
に
あ
た
り
、瓦
の
葺
替
え
と
、

外
装
整
備
と
し
て
、
ス
ク
リ
ー
ン
壁
の
吹
付
モ
ル
タ
ル
仕
上
げ
と
ペ
ン

キ
の
塗
替
え
が
行
わ
れ
た
。

			

平
面
は
、
東
西
に
長
い
矩
形
の
三
廊
バ
シ
リ
カ
形
式
で
、
西
に
正
面
入
口
及

び
拝
廊
、
東
に
八
角
形
を
半
切
り
に
し
た
内
陣
を
含
有
す
る
至
聖
所
と
、
内
陣

を
囲
む
香
部
屋
が
配
さ
れ
、
拝
廊
上
部
の
中
二
階
に
は
聖
歌
隊
席
を
設
け
る
。

会
衆
席
は
列
柱
に
よ
り
中
央
の
身
廊
と
両
側
の
側
廊
に
三
分
さ
れ
、
南
北
面
に

は
そ
れ
ぞ
れ
西
寄
り
に
小
規
模
な
告
悔
室
を
突
出
す
る
。
内
部
は
、
石
造
礎
盤

の
上
に
木
造
丸
柱
を
立
て
、
そ
の
上
部
に
柱
頭
飾
及
び
迫
元
を
載
せ
る
。
会
衆

席
及
び
至
聖
所
の
天
井
は
、
板
張
り
の
交
差
リ
ブ
・
ヴ
ォ
ー
ル
ト
天
井
と
し
、

身
廊
・
側
廊
と
も
独
立
柱
及
び
持
送
り
の
迫
元
が
直
接
円
ア
ー
チ
の
リ
ブ
を
支

え
、
す
べ
て
の
リ
ブ
交
差
部
に
ボ
ス
が
置
か
れ
る
。
身
廊
部
の
高
窓
は
省
略
さ

れ
、
漆
喰
塗
に
よ
る
飾
り
窓
を
頂
く
。
至
聖
所
に
は
、
ア
ル
タ
ー
・
プ
ラ
ッ
ト

フ
ォ
ー
ム
の
上
に
中
央
奥
祭
壇
が
、
両
脇
に
副
祭
壇
が
安
置
さ
れ
、
副
祭
壇
上

の
壁
面
よ
り
持
送
り
を
張
出
し
、
そ
の
上
に
北
側
に
キ
リ
ス
ト
、
南
側
に
聖
母

外観　側背面

宮津カトリック教会　配置図

聖ヨハネ天主堂　平面図

ルラーブ会館
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（
村
瀬　

由
紀
史
）

参
考
文
献

ル
イ
・
ル
ラ
ブ
師
金
祝
記
念
會
『
受
品
及
日
本
耒
任
五
十
年
金
祝
紀
念
』
一
九
三
五
年

京
都
府
教
育
委
員
会
『
京
都
府
の
近
代
化
遺
産	

京
都
府
近
代
化
遺
産
（
建
造
物
等
）
総
合
調
査

報
告
書
』
二
〇
〇
〇
年

マ
リ
ア
の
彫
像
を
そ
れ
ぞ
れ
立
て
る
。
ま
た
至
聖
所
内
陣
の
南
北
壁
面
に
も
持
送
り
を
設
け
、
北

に
洗
者
聖
ヨ
ハ
ネ
、
南
に
聖
ヨ
ゼ
フ
の
彫
像
を
そ
れ
ぞ
れ
立
て
、
会
衆
席
の
床
は
畳
敷
と
す
る
。

　

明
治
期
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
は
、
大
浦
天
主
堂
［
慶
応
元
年
（
一
八
六
五
）
献
堂
、
明
治
八
年

（
一
八
七
五
）
改
築
、
国
宝
、
長
崎
県
長
崎
市
］
を
は
じ
め
と
し
て
、
全
国
の
重
要
文
化
財
及
び

府
内
現
旧
所
在
の
建
物
で
八
棟
が
確
認
さ
れ
、
そ
の
内
五
棟
が
長
崎
県
内
に
所
在
す
る
。
長
崎
県

以
外
の
地
域
で
は
京
都
河
原
町
教
会
聖
ザ
ビ
エ
ル
天
主
堂
［
明
治
二
三
年
（
一
八
九
〇
）
献
堂
、

昭
和
四
八
年
（
一
九
七
三
）
移
築
、
愛
知
県
犬
山
市
］
が
最
も
早
い
例
で
、
宮
津
カ
ト
リ
ッ
ク
教

会
聖
ヨ
ハ
ネ
天
主
堂
は
こ
れ
に
次
い
で
古
く
、
日
本
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
教
会
建
築
の
歴
史
を

知
る
上
で
貴
重
な
建
築
で
あ
る
。
特
に
会
衆
席
の
身
廊
・
側
廊
に
分
け
隔
て
な
く
敷
か
れ
た
畳
は

注
目
に
値
し
、
我
が
国
に
お
け
る
当
時
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
伝
道
の
姿
を
今
に
伝
え
る
。
ま
た
、

複
雑
な
リ
ブ
・
ヴ
ォ
ー
ル
ト
を
木
造
で
組
む
こ
と
は
、
大
工
技
術
と
し
て
は
相
当
に
高
い
技
量
を

要
求
さ
れ
、
そ
の
手
腕
が
高
く
評
価
で
き
る
が
、
そ
の
一
方
で
小
屋
組
の
ト
ラ
ス
下
弦
の
陸
梁
を

中
央
で
継
ぐ
点
等
か
ら
は
、
洋
小
屋
組
の
構
造
を
十
分
に
理
解
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
看
取
さ

れ
、
外
国
人
技
師
の
関
与
が
十
分
な
官
公
営
的
な
建
築
と
は
異
な
り
、
洋
風
建
築
の
施
工
技
術
が

我
が
国
に
受
容
さ
れ
て
い
く
過
程
を
示
す
建
築
と
い
え
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
宮
津
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
聖
ヨ
ハ
ネ
天
主
堂
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
堂
と
し
て

全
国
で
も
初
期
の
建
築
で
あ
り
、
教
会
堂
の
歴
史
を
考
え
る
上
で
貴
重
で
あ
る
。
ま
た
、
堂
内
の

意
匠
は
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
堂
と
し
て
高
い
完
成
度
を
示
し
、
我
が
国
に
お
い
て
西
洋
か
ら
導
入
し

た
技
術
が
民
間
に
受
容
さ
れ
て
い
く
一
例
を
示
す
も
の
と
し
て
、
学
術
的
に
も
価
値
が
高
い
。

会衆席及び至聖所至聖所・内陣

会衆席見返し及び聖歌隊席会衆席至聖所境木柵小屋組
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令
和
二
年
度
指
定
等
文
化
財
一
覧

（
一
）
美
術
工
芸
品

考
古
資
料

彫
刻

絵
画

種
別

金
比
羅
山
古
墳
出
土
品　
　

（
第
一
埋
葬
）

一
、
斜
縁
二
神
二
獣
鏡　
　
　
　
　
　

一
面

一
、
玉
類

　
　

翡
翠
勾
玉　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
箇

　
　

碧
玉
勾
玉　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
箇　
　
　
　
　
　

　
　

ガ
ラ
ス
小
玉　
　
　
　
　
　
　

三
〇
箇

一
、
刀
剣
類

　
　

鉄
刀　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
口

　
　

鉄
剣　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
〇
口

一
、
農
工
具
類

　
　

鉄
鉇　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
本

　
　

鉄
斧　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

四
箇

　
　

鉄
刀
子　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

四
口

　
　

鉄
蕨
手
刀
子　
　
　
　
　
　
　
　

五
口

　
　

鉄
鑿　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
本

　
　

鉄
針　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

六
本

　
　

鉄
鎌　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

四
箇

　
　

鉄
鍬　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

四
箇

一
、
用
途
不
明
鉄
製
品
残
欠　
　
　
　

四
点

　（
第
二
埋
葬
）

一
、
土
製
円
筒
棺　
　
　
　
　
　
　
　

一
合

一
、
農
工
具
類

　
　

鉄
鉇　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

四
本

　
　

鉄
斧　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
箇

　
　

鉄
刀
子　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
口

　
　

鉄
蕨
手
刀
子　
　
　
　
　
　
　
　

五
口

　
　

鉄
鋸　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
箇

　
　

鉄
錐　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
本

木
造
菩
薩
立
像　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
軀

絹
本
著
色
愛
染
明
王
像　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
一
幅

名
称
及
び
員
数

古
墳
時
代

鎌
倉
時
代

鎌
倉
時
代
制
作
年
代

京
都
府

勝
龍
寺

金
光
寺
所
有
者

京
都
市
上
京
区
下
立
売

通
新
町
西
入
薮
ノ
内
町

（
京
都
府
立
山
城
郷
土

資
料
館
保
管
）

長
岡
京
市
勝
竜
寺
一
九

の
二
五

福
知
山
市
喜
多
六
八
七

所
有
者
の
住
所

府
指
考

第
三
十
九
号

府
指
彫

第
六
十
号

府
指
絵

第
七
十
四
号

指
定
書
番
号
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（
二
）
文
化
財
環
境
保
全
地
区

　
　

鉄
鎌　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
箇

　
　

鉄
手
鎌　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
箇

一
、
用
途
不
明
鉄
製
品
残
欠　
　
　
　

三
点

　
　
　

（
墳
丘
）

一
、
埴
輪　

　
　

円
筒
形
埴
輪　
　
　
　
　
　
　

二
八
箇

　
　

朝
顔
形
埴
輪　
　
　
　
　
　
　
　

二
箇

　
　

家
形
埴
輪
片　
　
　
　
　
　
　

一
八
点

　
　

蓋
形
埴
輪
片　
　
　
　
　
　
　
　

五
点

　
　

靫
形
埴
輪
片　
　
　
　
　
　
　
　

一
点

　
　

線
刻
埴
輪
片　
　
　
　
　
　
　
　

一
点

　
　

不
明
形
象
埴
輪
片　
　
　
　
　
　

四
点

一
、
農
工
具
類

　
　

鉄
鎌　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
箇

（
帰
属
不
明
）

一
、
管
玉

　
　

碧
玉
管
玉　
　
　
　
　
　
　
　

二
四
箇

　

新
殿
神
社
文
化
財
環
境
保
全
地
区

名
称

相
楽
郡
精
華
町
大
字
山
田
小
字
心
蓮
寺

相
楽
郡
精
華
町
大
字
山
田
小
字
医
王
寺

所
在
地

五
四
番

三
番

区
域

※
平
成
三
〇
年
度
文
化
財
保
護
審
議
会
答
申
・
令
和
三
年
一
一
月
告
示
京
都
府
指
定
文
化
財

　
　
　

建
造
物

宮
津
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会

聖
ヨ
ハ
ネ
天
主
堂	
	一

棟

名
称
及
び
員
数

木
造
三
廊
式
教
会
堂
、
建
築
面
積
二
〇
八
・
一
平
方
メ
ー
ト
ル
、
一
部
中
二
階
、
桟
瓦
葺

　

附　

鬼
瓦
（
一
個
）　

　
　
　

		　

	

明
治
廿
一
年
六
月
日
の
箆
書
が
あ
る

　
　
　

鰭
瓦
（
二
個
）

　
　
　

主
祭
壇
断
片
（
七
個
）

構
造
及
び
形
式

明
治
二
九
年（
一
八
九
六
）

［
フ
ァ
ン
ラ
イ
ト
銘
］

建
立
年
代

カ
ト
リ
ッ
ク
京
都
司

教
区

所
有
者

宮
津
市
柳
縄
手

三
四
七

所
在
の
場
所

府
指
建

第
百
四
十
号

指
定
書
番
号
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(認定1)

△2 △6 △1 △1 △2 △1 △1 △2 △0 △6 △6
9 16 2 4 7 1 1 15 1 1 3 4 6 3 2 11 40 15 55

△2 △3 △1 △1 △0 △1 △1 △4 △4
9 22 6 4 4 2 1 17 2 4 6 2 3 1 6 38 9 47

△1 △3 △1 △1 △2 △1 △1 △1 △1 △5 △5
7 18 3 3 2 1 1 10 1 1 6 7 2 3 1 6 31 11 42

△2 △4 △1 △1 △0 △0 △3 △3
7 11 3 3 2 2 1 11 0 2 1 2 5 23 4 27

△1 △15 △0 △0 △1 △1 △2 △3 △3
10 39 1 1 1 3 0 2 1 2 5 18 5 23

△1 △1 △0 △0 △1 △1
3 8 3 3 4 2 12 0 1 1 1 3 18 4 22

(認定2)

△1 △6 △0 △0 △0 △1 △1
3 11 3 3 1 3 1 11 0 1 1 2 16 1 1 18

(認定1)

△1 △1 △1 △1 △0 △0 △3 △3
4 9 2 1 2 1 1 7 2 1 0 1 1 2 16 1 17

(認定2)

△1 △1 △0 △0 △1 △2 △3
1 1 1 1 4 5 1 12 3 3 1 1 2 18 2 2 22

(認定4) (認定1)

△1 △0 △3 △0 △0 △3 △1 △4
6 12 3 2 4 2 1 12 4 0 0 22 1 23

△1 △4 △0 △0 △0 △1 △1
4 16 1 1 1 3 0 1 1 2 9 1 10

△0 △0 △0 △0 △0
5 13 1 1 1 1 1 5 0 1 1 11 1 12

(認定2)

△1 △5 △1 △1 △1 △0 △1 △1 △4 △4
2 9 2 2 1 3 1 9 2 0 1 1 14 1 15

(認定2)

△0 △1 △0 △0 △1 △1
2 6 2 2 2 1 2 9 1 0 0 12 1 13

(認定2)

△1 △1 △0 △0 △1 △1 △2
3 6 2 2 1 2 2 9 0 0 12 2 2 16

(認定2)

△0 △0 △0 △0 △0
3 9 1 1 1 1 2 1 1 8 1 0 1 1 13 1 14

△0 △0 △0 △0 △0
3 14 2 1 1 1 1 2 8 0 1 1 12 1 13

△0 △0 △0 △0 △0
2 17 2 2 1 1 6 0 1 1 9 1 10

(認定1)

△1 △1 △1 △1 △1 △3 △0 △0 △4 △1 △5
3 12 2 1 1 2 1 1 8 0 1 1 12 1 1 14

△0 △0 △0 △0 △0
5 20 2 1 1 1 1 1 7 0 1 1 13 1 14

△1 △1 △2 △0 △0 △2 △2
4 11 1 1 1 1 1 1 1 7 0 1 1 12 1 13

△1 △4 △1 △1 △1 △3 △0 △0 △4 △4
3 10 1 1 2 2 2 8 0 1 1 12 1 13

(認定1)

△0 △0 △0 △0 △0
3 8 1 1 1 2 2 1 8 1 0 1 1 13 1 14

(認定2)

△0 △1 △0 △0 △1 △1
3 3 2 1 1 1 1 6 1 0 1 1 11 1 12

△1 △1 △0 △0 △1 △1
2 11 3 1 2 1 1 8 0 1 1 11 11

△0 △0 △0 △0 △0
2 4 2 1 2 5 1 1 0 8 1 3 12

(認定3)

△1 △1 △1 △0 △0 △2 △2
1 4 1 1 1 1 1 5 3 0 1 1 10 2 12

△1 △1 △0 △0 △1 △1
2 10 2 1 1 1 5 0 0 7 2 9

(認定4)

△0 △1 △0 △0 △1 △1
2 2 2 1 1 1 5 2 0 1 1 10 1 11

△0 △0 △0 △0 △0
1 9 1 1 1 3 0 0 4 1 5

(認定1)

△0 △0 △0 △0 △0
4 6 1 1 1 1 4 1 0 0 9 9

△0 △0 △0
2 4 2 1 3 6 1 9 9

(認定1)

3 4 1 1 2 5 1 6

2 3 2 1 1 4 6 6

2 6 3 1 1 5 1 1 2 2 10 10

8 10 3 1 1 1 1 11 18 1 1 1 1 1 2 30 30
(認定1)

3 5 3 3 1 3 10 1 2 2 16 16

1 2 1 1 1 3 1 1 1 1 6 6

1 1 1 3 3 1 4
(認定 25) (認定8) (認定33)

△13 △52 △5 △5 △3 △2 △5 △1 △1 △22 △9 △1 △1 △2 △3 △3 △1 △1 △0 △0 △5 △53 △0 △5 △0 △58
139 381 74 60 45 17 48 39 14 297 20 4 11 13 24 28 20 16 1 0 65 549 69 7 10 635

(注)

京都府指定登録暫定登録文化財・文化財環境保全地区・選定保存後術・文化的景観件数一覧　（その１：指定・決定・選定　R３年４月１日）

区
分

種
別

有　　　形　　　文　　　化　　　財 無

形

文

化

財

有

形

民

俗

文

化

財

無形民俗文化財 記　念　物
建造物 美　　術　　工　　芸　　品

古

文

書

考

古

資

料

歴

史

資

料

小

計

風

俗

慣

習

民

俗

芸

能

件

数

棟

(

基

)

数

絵

画

彫

刻

工

芸

品

書

跡

典

籍

小

計

小

計

史

跡

名

勝

天
然
記
念
物

天

然

記

念

物

及

び

名

勝

史

跡

及

び

名

勝

合

計

文

化

財

環

境

保

全

地

区

選

定

保

存

技

術

(

選

定

)

文

化

的

景

観

(

選

定

)

総

合

計
年
度

指
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
定

57

60

61

58

59

元

2

62

63

5

6

3

4

9

10

7

8

13

14

11

12

17

18

15

16

21

22

19

20

25

26

23

24

1

計

29

30

27

28

（１）建造物の棟(基)数は、件数に含めない。
（２）△印は、重要文化財に指定又は文化財の焼失等により、京都府の指定が解除となった件数（棟数）で内数である。
（３）無形文化財及び選定保存技術の保持者又は保持(保存)団体の認定数()は、件数に含めない。また、計の認定数は累計数であり、解除された件数を差し引
いてはいない（令和３年４月１日現在の認定数は、無形文化財16、選定保存技術３）。

2
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▲2 ▲7 ▲2 ▲2 ▲0 ▲0 ▲4 ▲4
25 44 5 2 4 1 12 6 6 0 43 43

▲0 ▲0 ▲1 ▲1 ▲1 ▲1
7 11 2 1 3 4 4 5 5 19 19

▲1 ▲1 ▲0 ▲0 ▲0 ▲1 ▲1
11 15 2 2 5 5 1 1 19 19

▲0 ▲0 ▲0 ▲0 ▲0
5 11 2 2 1 1 5 6 14 14

▲0 ▲0 ▲0 ▲0 ▲0
6 9 1 1 2 2 1 1 8 6 3 9 0 23 23

0
▲0 ▲0 ▲0 ▲0 ▲0

4 10 2 2 4 2 5 1 6 0 16 16

▲0 ▲0 ▲0 ▲0 ▲0
1 5 0 4 1 5 0 6 6

▲0 ▲0 ▲0 ▲0 ▲0
2 8 1 1 4 2 3 5 0 12 12

▲0 ▲0 ▲0 ▲0 ▲0
2 2 2 2 1 3 3 0 8 8

▲0 ▲0 ▲0 ▲0 ▲0
1 1 0 2 2 0 3 3

▲1 ▲1 ▲0 ▲0 ▲0 ▲1 ▲1
4 5 3 3 2 2 0 9 9

▲0 ▲0 ▲0 ▲0 ▲0
1 1 0 2 2 0 3 3

▲0 ▲0 ▲0 ▲0 ▲0
2 3 0 1 1 0 3 3

▲0 ▲0 ▲0 ▲0 ▲0
2 3 0 1 1 0 3 3

▲0 ▲0 ▲0 ▲0 ▲0
1 1 0 1 1 2 0 3 3

▲0 ▲0 ▲0 ▲0 ▲0
1 4 0 1 2 3 0 4 4

▲0 ▲0 ▲0 ▲0 ▲0
1 2 0 2 1 1 0 4 4

▲0 ▲0 ▲0 ▲0 ▲0
1 1 1 1 2 1 1 0 5 5

▲0 ▲0 ▲0 ▲0 ▲0
1 1 0 1 1 0 2 2

▲0 ▲0 ▲0 ▲0 ▲0
1 1 0 1 1 0 2 2

▲0 ▲0 ▲0 ▲0 ▲0
1 1 0 1 1 0 2 2

▲0 ▲0 ▲0 ▲0 ▲0
1 1 0 1 1 0 2 2

▲0 ▲0 ▲0 ▲0 ▲0
1 1 0 0 0 1 1

▲0 ▲0 ▲0 ▲0 ▲0
2 3 0 0 0 2 2

▲0 ▲0 ▲0 ▲0 ▲0
0 1 1 0 1 1

▲0 ▲0 ▲0 ▲0 ▲0
1 1 0 0 0 1 1

▲0 ▲0 ▲0 ▲0 ▲0
1 1 0 0 0 1 1

▲0 ▲0 ▲0 ▲0 ▲0
0 1 1 1 1 2 2

▲0 ▲0 ▲0 ▲0 ▲0
0 0 0 0 0

▲0 ▲0 ▲0 ▲0 ▲0
1 3 1 1 0 1 1 3 3

▲0 ▲0 ▲0 ▲0 ▲0
1 2 0 0 1 1

▲0
2 4 1 1 3 3

00000

▲0 ▲0 ▲0 ▲0
0 0 0 0

▲0 ▲0 ▲0 ▲0
0 0 0 0

(認定0) ##### (認定0)
▲4 ▲9 ▲0 ▲2 ▲0 ▲0 ▲0 ▲0 ▲0 ▲2 ▲0 ▲0 ▲0 ▲0 ▲0 ▲0 ▲0 ▲1 ▲0 ▲0 ▲1 ▲7 ▲0 ▲0 ▲0 ▲7
90 155 8 11 9 1 8 1 2 40 0 12 24 46 70 0 1 7 0 0 8 220 0 0 0 220

▲5 ▲5 ▲3 ▲4 ▲7 ▲1 ▲1 ▲13 ▲13
548 548 167 48 20 43 108 11 397 45 0 22 2 2 26 1016 1016

▲2 ▲2 ▲1 ▲1 ▲0 ▲3 ▲3
89 89 12 3 4 5 7 1 32 4 5 3 8 133 133

▲1 ▲1 ▲1 ▲3 ▲0 ▲3 ▲3
43 43 9 10 1 5 5 30 1 1 2 75 75

▲0 ▲0 ▲0 ▲0
45 45 25 16 0 0 2 43 1 1 89 89

▲7 ▲7 ▲2 ▲4 ▲0 ▲0 ▲0 ▲5 ▲0 ▲11 ▲0 ▲0 ▲0 ▲0 ▲0 ▲1 ▲0 ▲0 ▲0 ▲0 ▲1 ▲19 ▲0 ▲0 ▲0 ▲19
725 725 213 77 1 24 53 122 12 502 0 49 0 0 0 29 6 0 0 2 37 1313 0 0 0 1313

(認定25) (認定8) (認定33)

△13 △52 △5 △5 △3 △2 △5 △1 △1 △22 △9 △1 △1 △2 △3 △3 △1 △1 △0 △0 △5 △53 △0 △5 △0 △58
▲11 ▲16 ▲2 ▲6 ▲0 ▲0 ▲0 ▲5 ▲0 ▲13 ▲0 ▲0 ▲0 ▲0 ▲0 ▲1 ▲0 ▲1 ▲0 ▲0 ▲2 ▲26 ▲0 ▲0 ▲0 ▲26
954 1261 294 147 55 42 109 161 28 836 20 65 35 59 94 57 27 23 1 2 110 2079 69 7 10 2165

※合計表内の認定数は累積数を表している。

計

1

(注)　（１）建造物の棟(基)数は、件数に含めない。
　　　 （２）▲印は、重要文化財、府指定文化財等に指定又は文化財の焼失等により、京都府の登録が解除となった件数（棟数）で内数である。

合
計

29

30

1

計

暫
定
登
録

2

25

26～30

2

23

24

21

22

19

20

17

18

15

16

13

14

11

12

9

10

7

8

5

6

3

4

元

2

62

63

60

61

58

59

年
度

小

計

史

跡

名

勝

件

数

棟

(

基

)

数

絵

画

彫

刻

工

芸

品

登
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
録

57

天
然
記
念
物

天

然

記

念

物

及

び

名

勝

史

跡

及

び

名

勝

小

計

小

計

風

俗

慣

習

民

俗

芸

能

有　　　形　　　文　　　化　　　財 無

形

文

化

財

有

形

民

俗

文

化

財

無形民俗文化財 記　念　物

書

跡

典

籍

古

文

書

考

古

資

料

歴

史

資

料

合

計

文

化

財

環

境

保

全

地

区

(

決

定

)

選

定

保

存

技

術

(

選

定

)

文

化

的

景

観

(

選

定

)

総

合

計
区
分

京都府指定登録暫定登録文化財・文化財環境保全地区・選定保存後術・文化的景観件数一覧　（その２：登録、合計　　R３年４月１日）

建造物 美　　術　　工　　芸　　品
種
別

平成26年度～30年度は新たな登録が無いため省略。
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※
文
化
財
の
名
称
に
は
一
部
略
称
を
使
用
し
た
。

令
和
二
年
度
京
都
府
暫
定
登
録
文
化
財
一
覧

〈
建
造
物
〉

【	

京	

都	

市	

】　

▽
聚
光
院
表
門　

▽
吉
田
神
社
末
社
斎
場
所
東
神
明
社　

▽
吉
田
神
社
末
社
斎
場

所
西
神
明
社　

▽
吉
田
神
社
末
社
斎
場
所
東
諸
神
社　

▽
吉
田
神
社
末
社
斎
場
所
西
諸
神
社　

▽

吉
田
神
社
末
社
斎
場
所
東
御
廊　

▽
吉
田
神
社
末
社
斎
場
所
西
御
廊　

▽
護
国
院
客
殿　

▽
護
国

院
経
蔵　

▽
西
来
院
客
殿　

▽
西
来
院
庫
裏　

▽
西
来
院
表
門　

▽
常
光
院
玄
関　

▽
堆
雲
軒

客
殿　

▽
堆
雲
軒
表
門　

▽
退
耕
庵
表
門　

▽
大
中
院
客
殿　

▽
大
中
院
玄
関　

▽
大
中
院
書
院　

▽
大
中
院
表
門　

▽
大
統
院
玄
関　

▽
大
統
院
表
門　

▽
仲
源
寺
表
門　

▽
両
足
院
書
院　

▽
両

足
院
庫
裏　

▽
両
足
院
供
待　

▽
両
足
院
台
所
門　

▽
常
寂
光
寺
仁
王
門　

▽
常
寂
光
寺
山
門	　

【	

亀	

岡	

市	

】	

▽
延
福
寺
本
坊　

▽
延
福
寺
鐘
楼　

▽
延
福
寺
二
天
門　

▽
延
福
寺
表
門　

▽
神

蔵
寺
本
堂　

▽
真
福
寺
瑞
雲
軒　

▽
龍
潭
寺
方
丈　

▽
龍
潭
寺
三
宝
殿　

▽
龍
潭
寺
開
山
堂　

▽

龍
潭
寺
鐘
楼

【	

南	

丹	

市	

】　

▽
城
崎
神
社
本
殿　

▽
熊
野
神
社
本
殿　

▽
熊
野
神
社
拝
殿　

▽
若
宮
神
社
本
殿　

▽
若
宮
神
社
拝
殿　

【
与
謝
野
町
】　

▽
西
禪
寺
本
堂

〈
美
術
工
芸
品
〉［　

］
内
所
有
者

【	

京	

都	

市	

】		

▽
三
輪
玉
付
大
刀　

坊
主
山
一
号
墳
出
土
［
京
都
府
］　

▽
人
物
埴
輪　

冑
山
一

号
墳
出
土
［
京
都
府
］

【
福
知
山
市
】　

▽
絹
本
著
色
釈
迦
十
六
善
神
像
［
観
音
寺
］　

▽
絹
本
著
色
薬
師
十
二
神
将
像
［
観

音
寺
］　

▽
絹
本
著
色
仏
涅
槃
図
［
観
音
寺
］　

▽
絹
本
著
色
千
手
観
音
像
［
観
音
寺
］

【	

綾	

部	

市	

】			

▽
木
造
地
蔵
菩
薩
半
跏
像
［
施
福
寺
］		

▽
絹
本
著
色
釈
迦
十
六
善
神
像
［
正
暦
寺
］

【	

亀	

岡	

市	

】			

▽
木
造
狛
犬
（
本
殿
内
安
置
）［
愛
宕
神
社
］　

▽
木
造
狛
犬
［
愛
宕
神
社
］　

▽

木
造
薬
師
如
来
坐
像
［
楽
音
寺
］

【	

城	

陽	

市	

】			

▽
木
造
大
将
軍
神
像
［
旦
椋
神
社
］　

【
長
岡
京
市
】　

▽
光
明
寺
障
壁
画
（
旧
宝
永
度
内
裏
常
御
殿
障
壁
画
）［
光
明
寺
］

【	

南	

丹	

市	

】			

▽
紙
本
著
色
小
出
吉
政
像
［
南
丹
市
］　

▽
紙
本
著
色
小
出
吉
政
夫
人
像
［
南
丹

市
］　

▽
絹
本
著
色
小
出
吉
親
像
［
南
丹
市
］		

▽
絹
本
著
色
小
出
吉
親
夫
人
像
［
南
丹
市
］　

▽

絹
本
著
色
小
出
英
知
像
［
南
丹
市
］　

▽
絹
本
著
色
小
出
英
知
夫
人
像
［
南
丹
市
］　

▽
絹
本
著
色

小
出
英
利
像
［
南
丹
市
］　

▽
絹
本
著
色
小
出
英
利
夫
人
像
［
南
丹
市
］　

▽
絹
本
著
色
小
出
英
貞

像［
南
丹
市
］　

▽
絹
本
著
色
小
出
英
貞
夫
人
像［
南
丹
市
］　

▽
絹
本
著
色
小
出
英
持
像［
南
丹
市
］　

▽
絹
本
著
色
小
出
英
持
夫
人
像
［
南
丹
市
］　

▽
絹
本
著
色
小
出
英
常
像
［
南
丹
市
］　

▽
絹
本
著

色
小
出
英
常
夫
人
像
［
南
丹
市
］　

▽
絹
本
著
色
小
出
英
筠
像
［
南
丹
市
］　

▽
絹
本
著
色
小
出
英

筠
夫
人
像
［
南
丹
市
］　

▽
絹
本
著
色
小
出
英
教
像
［
南
丹
市
］

【
木
津
川
市
】　

▽
木
造
牛
頭
天
王
半
跏
像
［
松
尾
神
社
］　

▽
木
造
女
神
坐
像
［
松
尾
神
社
］		

▽

絹
本
著
色
最
勝
曼
荼
羅
図
［
現
光
寺
］　

【	

井	

手	

町	

】			

▽
木
造
不
動
明
王
坐
像
［
西
福
寺
］　

【	

和	

束	

町	

】			

▽
木
造
不
動
明
王
立
像
［
金
胎
寺
］　

▽
木
造
毘
沙
門
天
立
像
［
金
胎
寺
］

【	

精	

華	

町	

】			

▽
木
造
十
一
面
観
音
立
像
［
如
来
寺
地
蔵
講
］　

▽
木
造
菩
薩
立
像
［
蓮
䑓
寺
］　

▽
木
造
薬
師
如
来
立
像
［
蓮
䑓
寺
］　

▽
木
造
薬
師
如
来
坐
像
［
想
念
寺
］　

【
京
丹
波
町
】　

▽
木
造
阿
弥
陀
如
来
立
像
［
亨
徳
寺
］　

▽
木
造
阿
弥
陀
如
来
及
び
両
脇
侍
像
［
大

圓
寺
］

【
与
謝
野
町
】　

▽
紙
本
墨
画
淡
彩
禅
宗
祖
師
図
屏
風
［
常
栖
寺
］

　〈
史
跡
・
名
勝
〉

【	

宇	
治	
市	
】			

▽
淀
藩
主
永
井
家
墓
所
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